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令和４年８月から、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給限度額等が変更されています。これを機に、高年齢
雇用継続給付の支給額の計算の仕組みを再確認しておきましょう。 

 

「令和３年改正育児・介護休業法に関するＱ＆Ａ」が、令和４年７月下旬に更新されました。
たとえば、次のようなＱ＆Ａが追加されています。 

雇用保険の雇用継続給付に係る支給限度額等の変更 

 

令和３年改正育児・介護休業法に関するＱ＆Ａを更新（厚労省） 

 

★なお、同月から、雇用保険の育児休業給付・介護休業給付の上限額なども変更されています。その内容について
も、気軽にお尋ねください。 

Ｑ 出生時育児休業は、年次有給休暇の付与に係る出勤率算定に当たって、出勤したものとみなされますか？ 
  また、出生時育児休業中に部分就業を行う予定であった日について、欠勤した場合や子の看護休暇等の年休の出勤率
算定に含まれない休暇を取得した場合についてはどのようにみなされますか？ 

【前提】高年齢雇用継続給付とは 

雇用保険の被保険者であった期間が５年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者が、賃金
が低下（60歳時点の賃金の75％未満に低下）した状態で働き続ける場合に支給されます。 
同一事業所で働き続ける場合に支給される「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当の

受給後に再就職した場合に支給される「高年齢再就職給付金」の２種類に分かれます。 

＜高年齢雇用継続給付の支給限度額＞ 

令和４年７月 31 日の時点：360,584 円  ➡  令和４年８月１日から：364,595 円  
〈補足〉その他、下記の   の金額も変更 

確 認 高年齢雇用継続給付の支給額 

一の支給対象月（一暦月）について、賃金の低下の割合に応じて、次のように計算した額が支給されます。 
●支給対象月の賃金が「60歳到達時等の賃金の月額」に比べ 61％未満に低下 
……支給対象月の賃金×15％ 

●支給対象月の賃金が「60歳到達時等の賃金の月額」に比べ 61％以上 75％未満に低下 
……支給対象月の賃金×15％から逓減するように厚生労働省令で定める率 

注① 支給対象月の賃金が、支給限度額（364,595円）を超えるときは、その支給対象月には支給されない。また、上記のように
計算した額に支給対象月の賃金を加えた額が、支給限度額を超えるときは、｢支給限度額－支給対象月の賃金｣が支給される。 

注② 支給額として計算した額が、2,125円を超えないときは、その支給対象月には支給されない。 
注③ 60歳到達時等の賃金の月額は、478,500円を上限とし、79,710円を下限とする。 

･･････････････････高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更････････････････ 

･･････「令和３年改正育児・介護休業法に関するＱ＆Ａ」の更新／追加されたＱ＆Ａの例･･････ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

9/12 ● 8月分の源泉所得税、住民税特別徴収税の納付 

9/30 ● 8月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

● 7月決算法人の確定申告と納税・2023年1月決算法人の中間申告と納税（決算応当日まで） 

● 10月・翌年1月・4月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

◆あとがき◆ 

お仕事 
カレンダー 

９月 
 

★その他のケースについても、気軽にお尋ねください。なお、雇用保険の適用要件としての「１週間の所定労働時間が20
時間以上」の判断についても、ここで取り上げた内容と同様に判断することが行政手引で示されています。したがって、こ
れまでに「１週間の所定労働時間が20時間以上」と判断していた社員については、健康保険・厚生年金保険の適用におけ
る「１週間の所定労働時間が20時間以上」という要件も満たしていると考えられます。 

★令和３年改正育児・介護休業法のメインといえる「出生時育児休業の創設」や「育児休業の見直し（分割取得等）」が、令和
４年10月から施行されます。いよいよ施行日が近づいてきましたので、今回更新されたＱ＆Ａの内容も確認しておきたいとこ
ろです。更新後のＱ＆Ａをご覧になりたい場合や、それも踏まえたアドバイスをお求めの場合は、気軽にお声掛けください。 

短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大 少し深堀りしてみます

 令和４年10月から、新たに「特定適用事業所」となる事業所では、これまで健康保険・厚生年金保険の被保険者でな
かった短時間労働者のうち、次の要件に該当する者も、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱う必要があります。 
・１週間の所定労働時間が20時間以上 
・月額賃金８万8,000円以上 
・学生でない 
（勤務期間の要件は、通常の労働者と同様、「２か月を超える見込みがある」ことを適用） 
今回は、「１週間の所定労働時間が20時間以上」という要件を取り上げます。 

一般的に問題となるケースを確認しておきましょう。 
●所定労働時間が１か月単位で定められている場合 
➡１か月の所定労働時間を12分の52で除して、１週間の所定労働時間を算出します。「12」は 
1年間の月数、「52」は１年間の週数を表しています。12分の52で除す、ということは、52分の
12を掛けるということですが、そうすることで、次のような計算を行っていると考えられます。 
 
 

  ちなみに、これとは逆に、１週間の所定労働時間を１か月の所定労働時間に換算する場合は、1週間の所定労働時間
に12分の52を掛ければよいことになります。１週間の所定労働時間20時間が、１か月で何時間相当かというと、20
時間×52÷12＝86.66…で、約87時間となります。 
ついでに、少し特殊なケースについても確認しておきましょう。 

●夏季休暇等のため夏季の特定の月の所定労働時間が例外的に短く定められている場合や、 
繁忙期間中の特定の月の所定労働時間が例外的に長く定められている場合等 
➡当該特定の月以外の通常の月の所定労働時間を12分の52で除して、１週間の所定労働時間を算出します。 

･････････････････更なる適用拡大の具体的内容❸／１週間の所定労働時間が 20時間以上とは？････････････････ 

Ａ 出生時育児休業は育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業に含まれるため、出生時育児休業をした期間に
ついても、育児休業をした期間と同様に、出勤率の算定に当たり出勤したものとみなされます。 
  また、出生時育児休業中に部分就業を行う予定であった日について、欠勤した場合や子の看護休暇等の年次有給休暇
の付与に係る出勤率算定に当たり出勤したものとみなされない休暇を取得した場合であっても、その日については出生時
育児休業期間中であることから、出勤したものとみなされます。 

１か月の所定労働時間×12＝１年間の所定労働時間 

→１年の所定労働時間÷52＝１週間の所定労働時間 


